
 

平成２８年度第１回鳥取市生活交通会議 
  

                    日 時：平成２８年６月２９日（水） 

                      午前１０時００分～１２時００分 

                    場 所：鳥取市役所本庁舎６階 第１会議室 

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．協議事項 

    【案件１】ふるさとバス（大郷コース）運行経路変更について・・・資料１ 

 

    【案件２】鳥取市地域内フィーダー系統確保維持計画について・・・資料２ 

 

    【案件３】用瀬線（鳥取駅～用瀬）について        ・・・資料３ 

 

  ４．報告事項 

    【報告事項１】北陸新幹線京都府北部ルートの決定と山陰新幹線の早期実現を求める 

決起大会について 

 

  ５．その他 
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平成２８年度 第１回鳥取市生活交通会議出席者名簿 

 

 

区 分 氏 名 役 職 等 備 考 

学 識 経 験 者 谷 本  圭 志
鳥取大学大学院工学研究科 
社会基盤工学専攻教授 

会長 

 

Ｐ Ｔ Ａ 小 林  法 道 鳥取市小学校ＰＴＡ連合会  

自 治 会 組 織 
（ 東 部 ） 

南 部  敏
鳥取市自治連合会 
(旧鳥取市、国府町、福部町)

 

自 治 会 組 織 
（ 南 部 ） 

上 田  喜 清
鳥取市自治連合会 
（河原町、用瀬町、佐治町）

 

自 治 会 組 織 
（ 西 部 ） 

西 尾  雅 彦
鳥取市自治連合会 
（気高町、鹿野町、青谷町）

 

高 齢 者 団 体 
（ 東 部 ） 

中 西  百 合 子
市老人クラブ連合会 
(旧鳥取市、国府町、福部町)

 

高 齢 者 団 体 
（ 南 部 ） 

西 村  繁 栄
市老人クラブ連合会 
（河原町、用瀬町、佐治町）

 

高 齢 者 団 体 
（ 西 部 ） 

山 本  章
市老人クラブ連合会 
（気高町、鹿野町、青谷町）

 

女 性 団 体 油 谷 都 々 江 鳥取市連合婦人会  

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 岡 本  洋 一
社会福祉法人鳥取市社会福祉
協議会常務理事・事務局長 

 

事 業 者 

稲 村  雄 一
日ノ丸自動車株式会社 
営業課 課長 

 

山 本  高 広
日本交通株式会社 
バス営業課 課長 

 

長 船  八 寿 郎
西日本旅客鉄道株式会社 
鳥取鉄道部運輸科長 

欠席 

事 業 者 団 体 橋 本  貞 治
鳥取県ハイヤータクシー協会
東部支部長 

 

事 業 者 労 組 山 野  龍 朝
私鉄中国地方労働組合 
日ノ丸自動車支部執行委員 
鳥取分会執行委員長 

 

鳥 取 市 

綱 田  正 都市整備部長 副会長  

坂 本  雄 司 福祉保健部長  

中 国 運 輸 局 竺 原  要 四 郎
鳥取運輸支局 
首席運輸企画専門官 

 

警 察 辻  誠 鳥取警察署交通第一課長  

道 路 管 理 者 綱 田  正 鳥取市都市整備部長(兼務) 兼務 

 



運営協議会において合意を必要とする事項 

合意を必要とする事項 新規登録 更新登録 

（１）ＮＰＯ等による自家用有償旅客運送の必要性

 （新規登録の場合） 

当該地域の輸送状況等から、道路運送法第７９条の

４第１項第５号の規定に基づき、ＮＰＯ等による自家

用有償旅客運送が必要であること 。 

（更新登録の場合） 

  法第７９条の６第１項に規定する有効期間の更新の

登録を行う場合には、引き続き、当該地域においてＮ

ＰＯ等による自家用有償旅客運送が必要であること。 

○ ○ 

（２）運送の区域（規則第５１条の４） ○ 
変更の場合

のみ ○ 

（３）旅客から収受する対価（規則第５１条の１５） ○ 
変更の場合

のみ ○ 

（４）運送しようとする旅客の範囲（規則第４９条） ○ 
追加の場合

のみ ○ 

○道路運送法 

(登録の拒否) 

第七十九条の四 国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のい

ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 

五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共

団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定

める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生

活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき。 

 

○道路運送法施行規則 

(運送の区域) 

第五十一条の四 法第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議、協議

会又は第五十一条の七に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄

する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定め

られた市町村を単位とする区域とする。 

(旅客から収受する対価の基準) 

第五十一条の十五 法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおり

とする。 

一 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められるこ

と。 

二 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。 

三 過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあつては、当該地域における一般旅客自

動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的とし

ているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調つてい

ること。 

参考 資料１（自家用有償運送）


